
 

 

件   名  
亀山市関町北部ふれあい交流セ
ンター条例の一部を改正する条
例  

市 民 文 化 部
地域づくり支援室

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

平成２８年４月に関北部地区まちづくり協議会が設立され、亀山市関町北

部ふれあい交流センター（以下「センター」といいます。）については、地

域活動の拠点施設としての役割が高まっています。  

こうした中で、地域のより自主的な活動を推進するため、現在、市が直営

で行っていますセンターの管理について、平成２９年度から指定管理者制度

の導入を図ることから、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

（１）センターの管理を指定管理者に行わせることとします。  

＜新条例第３条関係＞

（２）指定管理者が行う業務は、次のとおりとします。  ＜新条例第４条関係＞

  ア センターの施設の使用の許可に関する業務  

イ センターの維持管理に関する業務  

  ウ その他市長が必要と認める業務  

（３）指定管理者の管理の基準として、センターの開館時間及び休館日を定め

ます。 ＜新条例第５条及び第６条関係＞  

（４）センターの管理を行うために必要な規定（使用の許可、使用の制限等）

について、権限の主体を市長から指定管理者に改めます。  

＜新条例第７条、第８条、第１０条、第１１条、第１５条及び第１８条関係＞

３ その他  

（１）施行日は、平成２９年４月１日とします。  

（２）センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができることとします。  

 



亀山市関町北部ふれあい交流センター条例の一部を改正する条例

をここに公布する。  

  平成２８年９月３０日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

 

亀山市条例第２７号  

 

亀山市関町北部ふれあい交流センター条例の一部を改正する

条例  

 

 亀山市関町北部ふれあい交流センター条例（平成１７年亀山市条

例第１１８号）の一部を次のように改正する。  

 第１５条を第１９条とする。  

 第１４条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条を第１８条と

する。  

 第１３条を第１７条とする。  

 第１２条中「第７条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条

を第１６条とする。  

 第１１条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条を第１５条と

し、第８条から第１０条までを４条ずつ繰り下げる。  

 第７条第１項各号列記以外の部分中「市長」を「指定管理者」に

改め、同項第２号中「第３条第２項」を「第７条第２項」に改め、

同項第３号中「第４条各号」を「第８条各号」に改め、同条第２項

中「市」を「指定管理者」に、「、その」を「その」に改め、同条

を第１１条とする。  

 第６条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条を第１０条とす

る。  

 第５条中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条を第

９条とする。  

 第４条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条を第８条とする。  



 第３条第１項中「センターの施設（設備を含む。以下同じ。）」

を「施設」に、「市長」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「市

長」を「指定管理者」に改め、同条を第７条とする。  

 第２条の次に次の４条を加える。  

 （指定管理者による管理）  

第３条  センターの管理は、亀山市公の施設の指定管理者の指定の

手続等に関する条例（平成１７年亀山市条例第１８５号）第４条

の規定に基づき指定されたもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせるものとする。  

 （指定管理者が行う業務）  

第４条  指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

（１）センターの施設（設備を含む。以下同じ。）の使用の許可に

関する業務  

（２）センターの維持管理に関する業務  

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務  

（開館時間）  

第５条  センターの開館時間は、午前９時から午後９時３０分まで

とする。  

２  指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定に

かかわらず、市長の承認を得て、同項に規定する開館時間を変更

することができる。  

（休館日）  

第６条  センターの休館日は、次のとおりとする。  

（１）月曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日）  

（２）１２月２９日から翌年の１月３日までの日  

２  指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定に

かかわらず、市長の承認を得て、同項に規定する休館日を変更し、

又は別に休館日を定めることができる。  

   附  則  



 （施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この条例による改正後の亀山市関町北部ふれあい交流センター

条例第３条の規定によるセンターの管理を指定管理者に行わせる

ために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行う

ことができる。  

 （経過措置）  

３  この条例の施行の日前にこの条例による改正前の亀山市関町北

部ふれあい交流センター条例の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この条例による改正後の亀山市関町北部ふれあい

交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為

とみなす。  


